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■2024年 春の運動（仲間増やし）

読者 会員 共済 婦人 青年
安　芸 0 0 0 0 0 0
香美郡 25 5 6 0 0 19
南　国 3 1 2 1 0 2
高　知 13 7 2 3 2 10
仁淀川 1 1 1 0 0 0
須　崎 1 1 0 0 0 0
中　村 2 0 1 5 0 1
計 45 15 12 9 2 32

拡　　　　　大 成果
会員

3/3
現在

成果会員：読者か会員を拡大した会員(紹介含む)  

開催日 会　　　　場
安芸会場 ３月１２日 安芸市民会館
南国会場 ３月１３日 南国市・ミアーレ
高知会場 ３月１３日 かるぽーと１１階会議室
いの会場 ３月１３日 いの町公民館
須崎会場 ３月１３日 須崎市民文化会館
四万十会場 ３月１４日 四万十市文化センター
◆注意◆安芸会場と四万十会場は開催日が違います。

県内の３・１３重税反対全国統一行動

＊開始時間は全会場１３:３０
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1国税庁・税務署へ要望しよう 1 

裏金を作り、申告・納税していない自民党議員への調査と課税を 

収受印の押なつ廃止の撤回とプレプリント申告書の送付を 

 
 

 

 

 全商連は、２月２６日、下記請願を国税庁に提出しました。

私たちも、請願書を提出しましょう。 

自民党国会議員への調査と課税に関する請願 
【請願事項】 

別紙記載の８５人の自民党所属の国会議員について脱税の

疑いがありますので、厳正に調査し、必要な課税を行っていた

だきますよう請願します。 

【請願趣旨】（抜粋） 

 ｢裏金｣を得ながら申告もせず、辞職もしない国会議員らが

実施を決めたインボイス制度によって、１４２万を超える免税

事業者が、本来免除されるべき消費税の申告・納税を迫られて

います。 

 ｢税務行政の中立性｣を持ち出して、課税対象の所得を得て

いながら使途も示さないまま申告・納税しない政治家を野放し

にするなら、税務行政に対する信頼は失われ、納税意欲にも悪

影響が及びます。 

使途が明らかにされない政策活動費についても調査してし

かるべきです。政治資金を巡る不適切な対応を改めない国会議

員には、7年さかのぼって調査・課税するなど厳正に対処する

よう、標記の請願を行うものです。 

 

税務署は、｢事務の効率化｣のもと、納税者の権利や納税者へ

のサービスを無視した対応を強めています。その姿勢の是正を

求めましょう。 

収受印の押なつ廃止の撤回と 

プレプリント申告書の送付を求める嘆願書 
令和６年１月４日、国税庁が「令和７年１月以降の収受印の

押なつを廃止する」旨を発表しました。 

 確定申告書への収受印の押なつは、納税者が申告書等を提出

したことを確認するためのものであり、その廃止が無用な混乱

を招く恐れもあります。また、国税庁は「納税証明書の交付請

求で確認ができる」としていますが、結果として、窓口業務の

多忙化を招く可能性が高く、業務の効率化とは矛盾をした発表

ともいえます。 

私は、この「収受印の押なつ廃止」に強く抗議し、その撤回

を求めます。 

 もう一点、プレプリント申告書の送付も強く求めます。 

 確定申告書の送付は、納税者の申告・納税の意識を高めるも

のであり、この申告書の送付により、無申告を防止する役割も

果たしています。 

「税務行政の効率化」と銘打った対応で、行政サービスを廃止

することは、納税者の権利を侵害するものですので、その対応

を願います。 

 

■今年、申告書が送られてこなかった方へ 

伊野税務署交渉で「今年の申告の際に申し出があれば送付する」

という回答がありました。ぜひ、申し入れをしましょう。 

申 し 入 れ 
今年、私に確定申告書（令和５年分）が送られてきませんで

した。 

来年度（令和６年分）以降は、私にプレプリント申告書を送

付するよう申し入れます。 
 

※プレプリント申告書とは 

  番号や住所・氏名を記載し税務署から送られてくる申告書。 

仲間増やし(民商会員、商工新聞読者)にみなさんのご協力を！ 

mailto:kosyoren@citrus.ocn.ne.jp
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